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○新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業費補助金交付要綱 

平成24年３月27日 

告示第21号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町民の再生可能エネルギーの導入を促進し、循環型社会への構築に向

けた意識の高揚と環境にやさしいまちづくりを推進するため、新温泉町再生可能エネルギ

ー導入促進事業費補助金（以下「本補助金」という。）を交付することについて、新温泉

町補助金等交付規則（平成17年新温泉町規則第40号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象設備） 

第２条 本補助金の交付の対象となる設備（以下「対象設備」という。）は、別表の第１欄

に掲げるもので同表第２欄に掲げる要件を満たすものとする。 

（補助対象者） 

第３条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次のいずれか

に該当する者とする。ただし、町税の滞納がある者又は他の補助制度により国若しくは地

方公共団体等から補助を受けている者は除く。 

(１) 自ら居住し若しくは居住しようとする新温泉町内の住宅に対象設備を設置する者又

は自らが居住するために新温泉町内の対象設備が設置された住宅を購入する者であるこ

と（店舗、事務所等の兼用住宅を含む。）。ただし、住宅が自己の所有に属さない場合

は、あらかじめ書面による所有者の設置承諾を受けているものとする。 

(２) 自らが管理する新温泉町内の事業所又は共同利用施設に、小型風力発電設備又は小

水力発電設備を設置する者 

(３) 自らが管理する集会所その他の共同利用施設に対象設備を設置する新温泉町自治連

合会に加盟している住民組織 

２ 前項の規定にかかわらず、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者は、当

該交付に係る別表に掲げる区分と同一の区分についての補助金の交付を受けることができ

ない。 

（補助金の算定） 

第４条 本補助金は、別表の第３欄に掲げるところにより算出した額（1,000円未満の端数は、

その端数を切り捨てる。）以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、同表第４欄

に掲げる額を限度額とする。 

（交付申請） 

第５条 本補助金の交付を受けようとする者は、対象設備の設置前又は対象設備付き住宅の

引渡し前に、規則第５条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に

提出しなければならない。 

(１) 新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業計画書及び収支予算書（様式第１号） 

(２) 対象設備の設置に係る契約書若しくは見積書の写し又は対象設備付き住宅売買契約

書の写し 
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(３) 対象設備の形状、機種、規格、性能等を説明する資料 

(４) 対象設備設置場所の現況写真 

(５) 対象設備設置場所の位置図 

(６) 対象設備のうち太陽光発電システムにあっては、太陽光発電システムの概要と補助

対象経費内訳（様式第３号） 

(７) その他町長が必要と認める書類 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第８条第１項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(１) 対象設備の追加又は廃止に係る変更 

(２) 本補助金の増額を伴う変更 

(３) 本補助金の３割以上の減額を伴う変更 

（実績報告書） 

第７条 規則第11条に定める実績報告は、対象設備の設置を完了した日若しくは対象設備付

き住宅の引渡しが完了した日から30日以内又は当該年度の３月末日のいずれか早い日まで

に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 

(１) 新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業報告書及び収支決定書（様式第２号） 

(２) 対象設備の設置費に係る領収書の写し及びその内訳を示す内訳書 

(３) 対象設備の設置状態を示す写真及び対象設備が設置された住宅全体の写真 

(４) 対象設備の設置場所及び付近の見取図 

(５) 第３条第２号に掲げる補助対象者にあっては、事業所又は共同利用施設を管理する

権限を証する書類 

(６) 太陽光発電システムを設置し、又はこれらが設置された建売住宅を購入した場合に

あっては、太陽光発電システムの概要と補助対象経費内訳（様式第３号） 

(７) 電力会社との間に当該機器に係る電力受給契約を締結している場合はその写し 

(８) その他町長が必要と認める書類 

（交付決定の取消し等） 

第８条 規則第15条の条件等に違反したときとは、次のいずれかに該当すると認められると

きとする。 

(１) 虚偽の申請その他不正行為によって補助決定及び補助金を受けたとき。 

(２) 補助金をその用途以外の目的に使用したとき。 

(３) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(４) その他町長が補助の決定の取消しの必要を認めたとき。 

（取得財産等の処分の制限） 

第９条 補助対象者は、対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該対象設備を処分し

ようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書（様式第４号）を町長に提出し、その

承認を受けなければならない。 

（設置後の報告） 

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、対象機器に関するデーターの提供その他
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の協力を求めることができる。 

（雑則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月28日告示第28号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月28日告示第27号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月25日告示第50号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月27日告示第13号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月25日告示第39号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条、第４条関係） 

1 対象設備 2 対象設備の要件 3 補助金の算定 4 限度額 

太陽光発電シス

テム 

住宅の屋根等に設置した太陽電池

による発電施設のうち、太陽電池の最

大出力（太陽電池モジュールの公称最

大出力の合計値（kW表示によるものと

し、小数点以下第2位未満の端数は、

その端数を切り捨てる。）とする。以

下同じ。）が10kW未満の太陽光発電シ

ステムであるものであって、次のいず

れの要件も満たすもの 

(1) 当該太陽光発電システムによ

り供給される電気を、当該太陽光

発電システムを設置する助成対

象住宅の居住の用に供する部分

で使用するものであること。 

(2) 未使用品であること。 

太陽光発電システ

ムを構成する太陽

電池の最大出力1kW

当たり5万円（町内

業者（町内に本店、

支店又は営業所を

有する業者をい

う。）以外の業者が

設置する場合は1kW

当たり3万円） 

20万円（町内

業者（町内に

本店、支店又

は営業所を有

する業者をい

う。）以外の

業者が設置す

る場合は12万

円を上限とす

る。） 

小型風力発電施

設 

風力でブレード（風車の羽根をい

う。）を回転させ、その回転運動を発

電機に伝えて発電する発電機の定格

出力が100ワット以上の施設であっ

て、次のいずれの要件も満たすもの 

(1) 強風時における安全対策が施

小型風力発電設備

の設置に要する経

費の10分の1 

10万円 
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されているものであること。 

(2) 騒音等への対策が施されてい

るものであること。 

(3) ブレード等の回転部に容易に

人が接触することがないよう、人

の手の届かない高さに設置し、又

は周囲に柵を設ける等の措置が

講じられていること。 

(4) 未使用品であること。 

太陽熱温水器 太陽熱を利用した温水器であって、

次のいずれの要件も満たすもの 

(1) 貯湯量100リットル以上のも

のであること。 

(2) 一般に販売されているもので

あること。 

(3) 未使用品であること。 

太陽熱温水器の設

置に要する経費の

10分の1 

2万円 

家庭用蓄電池 10kW未満の太陽光発電設備を設置

しているものか、これから太陽光発電

設備を設置するもの。 

蓄電池の設置に要

する経費の5分の1 

20万円 

その他町長の認

める再生可能エ

ネルギー設備 

小型水力発電等再生可能エネルギ

ーを利用した発電設備等であって、町

長の認めるもののうち未使用品であ

ること。 

再生可能エネルギ

ー設備の設置に要

する経費の5分の1 

20万円 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

 


